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規 則

　北海道循環資源利用促進税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道規則第39号

　　　北海道循環資源利用促進税条例施行規則の一部を改正する規則
　北海道循環資源利用促進税条例施行規則（平成18年北海道規則第109号）の一部を次のよ
うに改正する。
　第８条第３項中「第15条第４項」を「第15条の２の２」に改める。
　第14条第１項第４号中「第12条の５第１項」の次に「又は第２項」を加え、「同項」を
「同条第１項」に改める。
　別記第８号様式中
「
設置許可番号 年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
」

「
設置許可番号 第　　　　　　　　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
」

改める。
　別記第17号様式中
「
設置許可番号 年　　　　　月　　　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
「
設置許可番号 第　　　　　　　　　　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
改める。
　別記第18号様式その１（表）中
「
申 告 書
提出期限

申告書提
出年月日

・　・ ・　・

・　・ ・　・

　　「
申告書提出期限

申告書提出年月日

  　　　　　　　　　を 　　　　　　　　　に、

  　　　　　　　　」　 　　　　　　　　」

「
不　      足　      分　      計 ① ② ③ ④

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」

を
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「
年

月　日
～
年

月　日

更 正 分決 定 　
トン 円 円 円

100
円 円

100
円 円

100

円

申 告 分

100 100不 足 分

年
月　日
～
年

月　日

更 正 分決 定 　
トン 円 円 円

100
円 円

100
円 円

100

円

申 告 分

100 100不 足 分

不　 足　 分　 計 ① ② ③ ④

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」

に改め、「道内郵便局」の次に「・北海道税の収納を取り扱うコンビニエンスストア」を加え、
「納入すべき金額を納入期限」を「納入（納付）すべき金額を納入（納付）期限」に改め、同様
式その１（裏）注意１の事項中「納入期限」を「納入（納付）期限」に改め、同様式その２中
「道内郵便局」の次に「・北海道税の収納を取り扱うコンビニエンスストア」を加え、同様式そ
の２末尾欄外注意３の事項中「１の」を「２の」に改め、同事項を同注意４の事項とし、同注意
２の事項中「１の」を「２の」に改め、同事項を同注意３の事項とし、同注意１の事項を同注意
２の事項とし、同事項の前に次の１事項を加える。
　　　　１　納期限までに納めないときは、督促状が発付されます。
　別記第18号様式その２末尾欄外注意の事項の次に次のように加える。
　摘要　不要文字を消して使用すること。
　　　附　則
１ 　この規則は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第14条第１項第４号の改正規定
は、平成32年４月１日から施行する。
２ 　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道循環資源利用促進税条例施行規
則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の
北海道循環資源利用促進税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をし
て使用することを妨げない。

　北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道規則第40号
　　　北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則
　北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成16年北海道規則第33

号）の一部を次のように改正する。
　別表第１特定非営利活動促進法施行条例（平成10年北海道条例第40号）の項中「第２条第
１項」の次に「、第４条」を加える。
　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道規則第41号
　　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（平成６年北海道規則第20号）の一部を次の
ように改正する。
　第16条及び別記第26号様式中「第19条の11第３項」を「第19条の12第３項」に改める。
　　　附　則
１　この規則は、平成30年４月１日から施行する。
２ 　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行細則別記第26号様式の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この
規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則別記第26号様式の規定に
かかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

　北海道国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道知事　高　橋　はるみ
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北海道規則第42号
　　　北海道国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則
　北海道国民健康保険条例施行規則（平成29年北海道規則第71号）の一部を次のように改正
する。
　第４条第２項第２号中「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」を「国
民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令」に、「第４条第１項」を「第７条
第２項の規定を適用して算定した同条第１項」に、「第６条第６号」を「第６条第１号へ」
に改め、同項第３号中「第４条第１項」を「第７条第２項の規定を適用して算定した同条第
１項」に改める。
　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　介護保険法施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道規則第43号
　　　介護保険法施行細則等の一部を改正する規則
　（介護保険法施行細則の一部改正）
第１条　介護保険法施行細則（平成11年北海道規則第87号）の一部を次のように改正する。
　 　第２条中「、第79条第１項」を削り、「の許可」を「及び第107条第１項の許可」に、「指
定居宅サービス事業者（指定居宅介護支援事業者・介護保健施設・指定介護予防サービス
事業者）指定（許可）申請書」を「指定居宅サービス事業者（介護保健施設・指定介護予
防サービス事業者）指定（許可）申請書」に改める。
　 　第３条中「、第79条第１項」を削り、「第94条第１項」を「法第94条第１項若しくは第
107条第１項」に改める。
　 　第４条中「、第79条の２第１項」を削り、「の許可」を「及び第108条第１項の許可」
に、「指定居宅サービス事業者（指定居宅介護支援事業者・介護保健施設・指定介護予防
サービス事業者）指定（許可）更新申請書」を「指定居宅サービス事業者（介護保健施設
・指定介護予防サービス事業者）指定（許可）更新申請書」に改める。
　 　第５条中「、第79条の２第１項」を削り、「第94条の２第１項」の次に「若しくは第108
条第１項」を加える。
　 　第７条第１項中「、第82条第１項」を削り、「並びに第99条第１項」を「、法第99条第
１項」に、「事項の」を「事項並びに法第113条第１項に規定する介護医療院の開設者の
住所その他の厚生労働省令で定める事項の」に改め、同条第２項中「、第82条第１項」を
削り、「並びに法」を「、法」に、「届出は」を「届出並びに法第113条第１項の規定によ

る介護医療院の再開に係る届出は」に改め、同条第３項中「、第82条第２項」を削り、「並
びに法」を「、法」に、「届出は」を「届出並びに法第113条第２項の規定による介護医
療院の廃止又は休止に係る届出は」に改める。

　 　第８条第１項中「、第83条の２第４項」を削り、「第103条第４項」の次に「、第114条
の５第４項」を加え、同項第２号中「、指定居宅介護支援事業者」を削り、同項第３号中
「、居宅介護支援事業又は」を「若しくは」に改め、同条第２項中「、第85条」を削り、
「及び」を「、第114条の７及び」に改め、「、第133条の２」を削り、「又は」を「、第
140条の２の３又は」に改める。

　 　第10条の見出し中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設等」に改め、同条中「に
規定する」を「及び第107条第２項に規定する」に、「介護老人保健施設開設許可事項変
更申請書」を「介護老人保健施設（介護医療院）開設許可事項変更申請書」に改める。

　 　第11条の見出し中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設等」に改め、同条中「第
95条」を「第95条及び第109条」に、「介護老人保健施設管理者承認申請書」を「介護老
人保健施設（介護医療院）管理者承認申請書」に改める。

　 　第12条の見出し中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設等」に改め、同条中「に
規定する」を「及び第112条第１項第４号に規定する」に、「介護老人保健施設広告事項
許可申請書」を「介護老人保健施設（介護医療院）広告事項許可申請書」に改める。

　　　　　　　　　　「指定居宅サービス事業者
　　

別記第１号様式中
　指定居宅介護支援事業者　

指定（許可）申請書　を
　　　　　　　　　　　介 護 保 健 施 設
　　　　　　　　　　　指定介護予防サービス事業者　　　　　　　　　　」
　「指定居宅サービス事業者
　　介 護 保 健 施 設　指定（許可）申請書　に改め、「第79条第１項・」を削
　　指定介護予防サービス事業者　　　　　　　　　　 」
　り、「第94条第１項」の次に「・第107条第１項」を加え、
　「

居宅介護支援

施　

設

介護老人福祉施設

介護老人保健施設
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　「

施　

設

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
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　「
介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」

　「
介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　様式末尾欄外備考に次のように加える。
　　　７ 　介護保険法に規定する共生型居宅サービス事業者又は共生型介護予防サービス事

業者の特例に規定する指定を受けようとする場合は、「備考」欄に児童福祉法又は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により既に指定を受
けている事業等の名称及び事業所番号を、「既に指定（許可）を受けている事業等」
欄に当該事業等の指定年月日を記入してください。

　　　　　　　　　　「指定居宅サービス事業者
　　

別記第２号様式中
　指定居宅介護支援事業者　

指定（許可）更新申請書　を
　　　　　　　　　　　介 護 保 健 施 設
　　　　　　　　　　　指定介護予防サービス事業者　　　　　　　　　　　　」
　「指定居宅サービス事業者
　　介 護 保 健 施 設　指定（許可）更新申請書　に改め、「第79条の２第１
　　指定介護予防サービス事業者　　　　　　　　　　　　 」
　項・」を削り、「第94条の２第１項」の次に「・第108条第１項」を加える。
　 　別記第４号様式中「第82条第１項・」を削り、「第99条第１項」の次に「・第113条第
１項」を加え、「を除く」を「及び介護医療院にあっては、住所に限る」に、「病院等」
を「介護医療院、病院等」に、
　「 20 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

を

　「 20 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
21 利用者の推定数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　改める。
　 　別記第５号様式中「第82条第１項・第99条第１項」を「第99条第１項・第113条第１項」
に改め、「介護老人保健施設」の次に「・介護医療院」を加える。

　 　別記第５号様式の２中「第82条第２項・第99条第２項」を「第99条第２項・第113条第
２項」に改め、「介護老人保健施設」の次に「・介護医療院」を加える。

　　
別記第７号様式中「介護老人保健施設開設許可事項変更申請書」を

「介護老人保健施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介 護 医 療 院

　　開設許可事項変更申請書　に、「第９４条第２項」を「第94条第２項（第107条第２項）」
　　　　　　　　　　　　　

」
　に、「介護老人保健施設の」を「介護老人保健施設（介護医療院）の」に改める。
　　

別記第８号様式中「介護老人保健施設管理者承認申請書」を
「介護老人保健施設　

管理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介 護 医 療 院

　者承認申請書　に、「第９５条第１項（第２項）」を「第95条第１項（第95条第２項・第109
　　　　　　　

」
　 条第１項・第109条第２項）」に、「介護老人保健施設の」を「介護老人保健施設（介護医
療院）の」に改める。

　　
別記第９号様式中「介護老人保健施設広告事項許可申請書」を

「介護老人保健施設　
広

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介 護 医 療 院
　
告事項許可申請書　に、「第９８条第１項の規定により、広告の許可を」を「第98条第１

　　　　 　　　　　」
　項第４号（第112条第１項第４号）の許可を受けたいので、」に改める。
　（介護保険法施行細則の一部を改正する規則の一部改正）
第 ２条　介護保険法施行細則の一部を改正する規則（平成24年北海道規則第68号）の一部を
次のように改正する。

　　附則第２項中「平成30年３月31日」を「平成36年３月31日」に改める。
　　　附　則
１　この規則は、平成30年４月１日から施行する。
２ 　この規則の施行の際現に第１条の規定による改正前の介護保険法施行細則の規定に基づ
いて作成されている用紙がある場合においては、同条の規定による改正後の介護保険法施
行細則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー
ビス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道知事　高　橋　はるみ

平成30年３月30日（金曜日） 北　　海　　道　　公　　報 号外第１２号 4



を 

受 

け 

よ 

う 

と 

す 

る 

事 

業 

所 

・ 

施 

設 

の 

種 

類

同一所在地において
行 う 事 業 の 種 類

実施

事業

事業開始
予　　定
年 月 日

他法において既に指定を
受けている事業等　　　

備考
実施
事業 法律の名称 指定年月日

指定
障害
福祉
サー
ビス
事業
所

指定
障害
者支
援施
設

指定一般相談支援事
業所（地域移行支援）

指定一般相談支援事
業所（地域定着支援）

北海道規則第44号
　　　 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー
ビス事業者等の指定等に関する規則（平成18年北海道規則第84号）の一部を次のように改正
する。
　第２条の見出しを「（指定等の申請）」に改め、同条中「の申請」を「の申請並びに法第
41条第１項及び第51条の21第１項の更新の申請」に、「指定障害福祉サービス事業者等指定
申請書」を「指定障害福祉サービス事業者等指定（更新）申請書」に改める。
　第３条の見出しを「（指定等の標示）」に改め、同条中「第38条第１項又は」を「第38条
第１項若しくは」に、「指定を」を「指定又は法第41条第１項若しくは第51条の21第１項に
規定する指定の更新を」に、「指定に」を「指定又は指定の更新に」に改める。
　第８条中「別記第６号様式」を「別記第７号様式」に改め、同条を第９条とする。
　第７条中「別記第５号様式」を「別記第６号様式」に改め、同条を第８条とし、第６条を
第７条とする。
　第５条中「別記第４号様式」を「別記第５号様式」に改め、同条を第６条とする。
　第４条第１項中「別記第２号様式」を「別記第３号様式」に改め、同条第２項中「別記第
３号様式」を「別記第４号様式」に改め、同条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加え
る。
　（指定の変更の申請）
第 ４条　法第37条第１項及び第39条第１項の規定による申請は、別記第２号様式の指定障害
福祉サービス事業者等指定変更申請書によってしなければならない。
　別記第１号様式中「指定障害福祉サービス事業者等指定申請書」を「指定障害福祉サービ
ス事業者等指定（更新）申請書」に、「第36条第１項（第38条第１項・第51条の19第１項）
の規定により、」を「に規定する」に、「係る指定」を「係る指定（更新）」に、
「

指 

定 

を 

受 

け 

よ 

う 

と 

す 

る 

事

フ リ ガ ナ

名 　 　 　 　 称

事 業 所（施設） の
所 在 地

（郵便番号　　　－　　　　）

（ビルの名称等）

同一所在地において
行 う 事 業 の 種 類

実施

事業

事業開始
予　　定
年 月 日

他法において既に指定を
受けている事業等　　　

備考
実施
事業 法律の名称 指定年月日

指定
障害
福祉
サー

」

を
「

指 

定 

（ 

更 

新 
） 
を 

受 

け 

よ 

う 

と 

す 

る 

事 

業 

所 

・ 

施 

設 

フ リ ガ ナ

名 　 　 　 　 称

事 業 所（施設） の
所 在 地

（郵便番号　　　－　　　　）

（ビルの名称等）

同一所在地において
行 う 事 業 の 種 類

実施

事業

事業開始予定年月日
（更新を受けようと
する場合は、既に
受けている指定の
有効期間満了日）

他法において既に指定を
受けている事業等

備考
実施
事業

法律の
名　称

指　定
年月日

指定
障害
福祉
サー
ビス
事業
所

指定
障害
者支
援施
設
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す 

る 

事 

業 

所 

・ 

施 

設 

の 

種 

類

サー
ビス
事業
所

指定
障害
者支
援施
設

指定一般相談支援事
業所（地域移行支援）

指定一般相談支援事
業所（地域定着支援）

現に入所している者
（入所者）に対する措置

入　
　
　
　
　
　
　
　

所　
　
　
　
　
　
　
　

者

氏 　 　 名 連 絡 先 受給者証番号

引き続き当該施設
障害福祉サービス
に相当するサービ
スの提供を希望す
る旨の申出の有無

希望する者に対
し、必要な施設障
害福祉サービスを
継続的に提供する
他の指定障害者支
援施設等の名称

」
に改める。
　別記第６号様式中「第８条」を「第９条」に改め、同様式を別記第７号様式とする。
　別記第５号様式中「第７条」を「第８条」に改め、同様式を別記第６号様式とする。
　別記第４号様式中「第５条」を「第６条」に、
「

指定を辞退する施設

名　　　称

所　在　地

指定を受けた年月日 年　　月　　日　　　

」
を
「

指定を辞退する施設

名　　　称

所　在　地

」
に、
「
現に施設に入所している
者に対する措置

」
を
「
現に入所している者
（入所者）に対する措置

入　
　

氏 　 　 名 連 絡 先 受給者証番号

引き続き当該施設
障害福祉サービス
に相当するサービ
スの提供を希望す
る旨の申出の有無

希望する者に対
し、必要な施設障
害福祉サービスを
継続的に提供する
他の指定障害者支
援施設等の名称

」
に改め、同様式末尾欄外備考を次のように改め、同様式を別記第５号様式とする。
　備考
　　１　指定を辞退する日の３月前までに届け出てください。
　　２　「入所者」欄に書ききれない場合は、適宜様式を補正して、全ての入所者につい
　　　て記入してください。
　別記第３号様式中「第４条」を「第５条」に、
「

廃止・休止をする理由

現に指定障害福祉サービ
ス又は指定地域相談支援
を受けている者に対する
措置（廃止・休止をする
場合のみ）

休 止 予 定 期 間 　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日　
」
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を
「

廃　

止　

・　

休　

止　

の　

場　

合

廃 止 ・ 休 止 を
す る 理 由

現に指定障害福祉
サービス（指定地域
相談支援）を受けて
いる者（利用者）に
対する措置

利　
　
　
　
　
　

用　
　
　
　
　
　

者

氏　　 名 連　 絡　 先 受給者証番号

引き続き当該指定
障害福祉サービス
（指定地域相談支援）
に相当するサービス
の提供を希望する
旨の申出の有無

希望する者に対し、
必 要 な 障 害 福 祉
サービス（地域相談
支援）を継続的に
提供する他の指定
障害福祉サービス
事業者（指定一般相談
支援事業者）の名称

休 止 予 定 期 間 　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日　
」

に改め、同様式末尾欄外備考に次のように加え、同様式を別記第４号様式とする。
　　４　「利用者」欄に書ききれない場合は、適宜様式を補正して、全ての利用者につい
　　　て記入してください。

　別記第２号様式中「第４条」を「第５条」に改め、同様式を別記第３号様式とし、別記第
１号様式の次に次の１様式を加える。
別記第２号様式（第４条関係）

受付番号

指定障害福祉サービス事業者等指定変更申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日　　　

　　北海道知事　様
住　　　所　　　　　　　　　　　　　　
申請者氏名　　　　　　　　　　㊞　　　
法人にあっては、主たる事務所の所　　　
在地並びに名称及び代表者の氏名　　　

　　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
　□　指定障害福祉サービス事業所（指定生活介護事業所・指定就労継続支援Ａ型事業
　　所・指定就労継続支援Ｂ型事業所）
　□　指定障害者支援施設
　に係る指定の変更を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。

事業所（施設）所在地市町村番号

申　
　
　
　

請　
　
　
　

者

フ リ ガ ナ

氏 名 （ 名 称 ）

住 所 （ 主 た る 事
務 所 の 所 在 地 ）

（郵便番号　　　－　　　　）

（ビルの名称等）

法 人 の 種 別 法人管轄庁

連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号

代 表 者 の 職 名 ・
氏 名 ・ 生 年 月 日

職
名

フリガナ 生年
月日 　年　月　日

氏　 名

代 表 者 の 住 所

（郵便番号　　　－　　　　）

（ビルの名称等）

指
定
の
変
更

フ リ ガ ナ

名 　 　 　 　 称

事 業 所（施設） の
所 在 地

（郵便番号　　　－　　　　）

（ビルの名称等）

⎡
｜
⎣

⎤
｜
⎦
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指
定
の
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類

フ リ ガ ナ

名 　 　 　 　 称

事 業 所（施設） の
所 在 地

（郵便番号　　　－　　　　）

（ビルの名称等）

同一所在地において
行 う 事 業 の 種 類

実施
事業

変更予定
年 月 日

変　更　内　容
備考

変更前 変更後
指定
障害
福祉
サー
ビス
事業
所

指定
障害
者支
援施
設

事 業 所 番 号

　　２　「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」、「医療法
　　　人」、「一般社団法人」、「一般財団法人」、「株式会社」等の別を記入してください。
　　３　「法人所轄庁」欄は、申請者が認可等を受けた法人である場合は、その主務行政
　　　庁の名称を記入してください。
　　４　「同一所在地において行う事業の種類」欄は、今回指定の変更をするもの及び既
　　　に指定を受けているものについて、事業の種類を記入してください。
　　５　「実施事業」欄は、今回指定の変更をするものについて、該当欄に「○」を記入
　　　してください。
　　６　「事業所番号」欄は、指定障害福祉サービス事業者等として既に付番されている
　　　事業所番号を記入してください。複数の事業所番号を有する場合には、適宜様式を
　　　補正して、その全てを記入してください。
　　　附　則
１　この規則は、平成30年４月１日から施行する。
２ 　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の
規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

　 事業者等の指定等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用す
ることを妨げない。

　北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する
条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道規則第45号
　　　 北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関

する条例施行規則の一部を改正する規則
　北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する
条例施行規則（平成20年北海道規則第66号）の一部を次のように改正する。
　第６条第２項及び第３項中「60日から工事に着手した日後30日」を「90日から工事に着手
する日」に改め、同条第４項第８号中「自動車関連製造業」の次に「、航空機関連製造業、
高機能素材・複合材料関連製造業」を加え、同条第７項中「平成30年３月31日」を「平成40
年３月31日」に改める。
　第13条第２項中「限る。）」を「限る。）に、」に、「経過した日以後」を「経過するごと
（札幌市の区域内に本社機能を有する事務所又は事業所を設置する場合にあっては、１年を
経過した日以後）に、当該１年間に支払った当該事務所又は事業所の賃料の額に係る」に改
める。
　第16条中「分割して補助金の交付を申請することとした」を「補助金の交付を申請する」
に、「最終の回」を「初回」に、「決定）」を「決定。次条及び第18条第１項第３号において
同じ。）」に改める。
　第17条第１項中「（第13条第２項の規定により分割して補助金の交付を申請することとし
たときは、初回の補助金の交付の決定。次項及び次条第１項第３号において同じ。）」を削
る。
　第21条第１号中「第５号」を「第４号」に改め、同条第２号中「アドバイザー等招へい支
援事業」を「コンサルタント等招へい支援事業」に、「アドバイザー等（専門アドバイザー
（特定の事項について助言を行う者をいう。）、専門技術者、熟練技能者、」を「コンサルタ
ント等（」に、「その他」を「、専門技術者、熟練技能者その他」に改め、同条第３号中「産
業人材育成支援事業」を「産業人材育成・確保支援事業」に、「事業を」を「事業（別表第
４において「育成事業」という。）及び中小企業者等が新分野・新市場への進出等に資する
人材の確保を図るために行う情報通信技術利用事業場外勤務（在宅勤務その他の労働者が雇
用されている事業場における勤務に代えて行う事業場外における勤務であって、情報通信技
術を利用して行うものをいう。）の導入を行うために必要な経費に対し、同号で定める基準
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により補助する事業（別表第４において「確保事業」という。）を」に改め、同条第４号を
削り、同条第５号中「製品又は」を「製品若しくは」に、「及びこれ」を「又は道内におい
て構成員の２分の１以上が中小企業者等であるものが新分野・新市場への進出等のために条
例第２条第５号に規定する大学等と連携して行う研究開発（別表第４において「共同研究開
発」という。）及びこれら」に、「別表第４の第５号」を「別表第４の第４号」に改め、同
号を同条第４号とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

自動車関連製造業（別表第３の１の
事項に掲げる業種をいう。次表にお
いて同じ。）

　別表第１の類型Ⅰの部成長産業分野の款中 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「
自動車関連製造業（別表第３の１の
事項に掲げる業種をいう。次表にお
いて同じ。）
航空機関連製造業（別表第３の２の
事項に掲げる業種をいう。次表にお
いて同じ。）（知事承認地域経済牽
引事業であって、知事が特に必要と
認めるものに限る。）
高機能素材・複合材料関連製造業
（別表第３の３の事項に掲げる業種
をいう。次表において同じ。）（知
事承認地域経済牽引事業であって、
知事が特に必要と認めるものに限
る。）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同款電気・電子機器製造業（別表第３の

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

２の事項に掲げる業種をいう。次表において同じ。）の項中「別表第３の２の事項」を「別表
第３の４の事項」に改め、同款基盤技術産業（別表第３の３の事項に掲げる業種をいう。次
表において同じ。）の項中「別表第３の３の事項」を「別表第３の５の事項」に改め、同款
食関連産業（別表第３の４の事項に掲げる業種をいう。次表において同じ。）の項中「別表
第３の４の事項」を「別表第３の６の事項」に改め、同款植物工場（別表第３の５の事項に
掲げる業種をいう。以下この表及び次表において同じ。）の項中「別表第３の５の事項」を
「別表第３の７の事項」に改め、同款新エネルギー供給業（別表第３の６の事項に掲げる業
種をいう。次表において同じ。）の項中「別表第３の６の事項」を「別表第３の８の事項」に
改め、同款新エネルギー関連製造業（別表第３の７の事項に掲げる業種をいう。次表におい
て同じ。）の項中「別表第３の７の事項」を「別表第３の９の事項」に改め、同款データセ
ンター事業（別表第３の８の事項に掲げる事業をいう。以下この表及び次表において同じ。）
の項中「別表第３の８の事項」を「別表第３の10の事項」に改め、同款本社機能移転事業の

項イ中「30人」を「20人（札幌市の区域内に当該事務所又は事業所を設置する場合にあって
は、30人）」に改め、同部発展基盤施設分野の款高度物流関連事業（別表第３の９の事項に
掲げる事業をいう。以下この表及び次表において同じ。）の項中「別表第３の９の事項」を
「別表第３の11の事項」に改め、同表の類型Ⅱの部市町村連携促進分野の款コールセンター
事業（別表第３の10の事項に掲げる事業をいう。次表において同じ。）（旧企業立地促進法適
用地域内にあっては、当該旧企業立地促進法適用地域における指定集積業種に限る。）の項中
「別表第３の10の事項」を「別表第３の12の事項」に改め、同款アイ中「５人」の次に「（当
該工場等又は植物工場と一体的に事業を行う施設を併設する場合にあっては、当該施設の常
用雇用者２人までを含むことができる。）」を加え、同款イ中「又は道内の」の次に「地域経
済牽引事業促進法適用地域若しくは」を加え、同款イイ中「５人」の次に「（当該工場等と一
体的に事業を行う施設を併設する場合にあっては、当該施設の常用雇用者２人までを含むこ
とができる。）」を加え、同表の備考６の事項中「旧企業立地促進法第14条第３項又は第16条
第３項」を「地域経済牽引事業促進法第13条第４項」に改め、同表の備考中６の事項を８の
事項とし、５の事項を６の事項とし、同事項の次に次の１事項を加える。
　　７ 　この表において「地域経済牽引事業促進法適用地域」とは、地域経済牽引事業促進

法第４条第２項第１号に規定する促進区域をいう。
　別表第１の備考中４の事項を５の事項とし、１の事項から３の事項までを１事項ずつ繰り
下げ、同表の備考に１の事項として次の１事項を加える。
　　１ 　この表において「知事承認地域経済牽引事業」とは、地域経済牽引事業の促進によ

る地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成19年法律第40号。以下「地域経済牽
引事業促進法」という。）第13条第４項の承認を受けた地域経済牽引事業計画（同条
第１項に規定する地域経済牽引事業計画をいう。）に従って行われる地域経済牽引事
業（地域経済牽引事業促進法第２条第１項に規定する地域経済牽引事業をいう。）を
いう。

　別表第２の類型Ⅰの部成長産業分野の款中
「
自動車関連製造業で、基
準Ⅰに該当するもの

　　「
自動車関連製造業で、基
準Ⅰに該当するもの
航空機関連製造業で、基
準Ⅰに該当するもの
高機能素材・複合材料関
連製造業で、基準Ⅰに該
当するもの

　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　に改め、同款本社機能移転

　　　　　　　　　　　　　
」　　　　　　　　　　　　　　」

事業で、基準Ⅶに該当するものの項中「１年」を「３年（札幌市の区域内に当該事務所又は
事業所を設置する場合にあっては、１年）」に、「1,000万」を「１年につき1,000万円」に改
め、同表の類型Ⅱの部市町村連携促進分野の款製造業、自然科学研究所、高度物流関連事
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業、データセンター事業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はコールセンター事
業で、基準Ⅺに該当するものの項ア中「100分の４（」の次に「地域経済牽引事業促進法適
用地域特例又は」を加え、同項イ中「人数」を「人数（当該人数が零を下回る場合は、零）」に
改め、同表の備考中３の事項を４の事項とし、同表の備考２の事項中「前表の備考５」を
「前表の備考６」に、「同表の備考２」を「同表の備考３」に改め、同表の備考中２の事項
を３の事項とし、１の事項の次に次の１事項を加える。
　　２ 　この表において「地域経済牽引事業促進法適用地域特例」とは、地域経済牽引事業

促進法第４条第２項第１号に規定する促進区域（前表の備考６に規定する特別対策地
域内の区域に限る。）における工場等の新設をいう。

　別表第３中10の事項を12の事項とし、２の事項から９の事項までを２事項ずつ繰り下げ、
１の事項の次に次の２事項を加える。
　２　航空機関連製造業
　　　航空機・同附属品製造業
　３　高機能素材・複合材料関連製造業

１　製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業
２　パルプ製造業
３　紙製造業
４　加工紙製造業
５　化学肥料製造業
６　無機化学工業製品製造業
７　有機化学工業製品製造業
８　油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業
９　化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
10　その他の化学工業
11　石油精製業
12　潤滑油・グリース製造業（石油精製業によらないもの）
13　ガラス・同製品製造業
14　炭素・黒鉛製品製造業
15　研磨剤・同製品製造業
16　製鉄業
17　製鋼・製鋼圧延業
18　製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く。）
19　表面処理鋼材製造業
20　非鉄金属第一次製錬・精製業
21　非鉄金属第二次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む。）
22　非鉄金属・同合金圧延業（抽伸、押出しを含む。）

　別表第３の備考中「４」を「６」に、「６」を「９」に改める。
　別表第４第１号中「その額」を「国内で事業を実施する場合であってその額が100万円を
超えるときは100万円、国外で事業を実施する場合であってその額」に、「、200万円」を「200

万円」に改め、同表第２号及び第３号を次のように改める。

２ コンサルタント等招へい支援事業 滞在費、往復の交通 対象経費の２分の１
費及びコンサルタン 以内の額（その額が
ト料 100万円を超えると

きは、100万円）
３ 産業人材育成・確保支援事業（育 滞在費及び往復の交 対象経費の２分の１

成事業） 通費（専門職大学院 以内の額（その額が
及び社会人を対象と １人当たり50万円を
した大学院への派遣 超えるときは、50万
に係るものを除く。） 円）
並びに入学料及び授
業料（専門職大学院
及び社会人を対象と
した大学院への派遣
に係るものに限る。）

産業人材育成・確保支援事業（確 機器購入費、システ 対象経費の２分の１
保事業） ム構築費及びコンサ 以内の額（その額が

ルタント料 60万円を超えるとき
は、60万円）

　別表第４第４号を削り、同表第５号中
「
市場対応型製品開発支援事業（新 原材料・副材料費、 次に掲げる額を合算
たに自動車・同附属品製造業、電 治具・工具費、外注 した額（その額が
子部品・デバイス・電子回路製造 加工費、技術導入費、 500万円を超えると
業その他の加工組立型工業の事業 デザイン開発費、プ きは、500万円）
者との取引の拡大を目指す加工組 ログラム開発費、試 １　対象経費のうち
立型工業若しくは基盤技術産業等 験（検査）依頼費、 　市場調査等経費に
の中小企業者等又は新分野・新市 特許実施費、先行技 　係るものの２分の
場への進出等を目指す食関連産業 術等調査費その他製 　１以内の額（その
等若しくは環境・エネルギー産業 品開発を行うために 　額が200万円を超
の中小企業者等が行う製品開発及 特に必要と認められ 　えるときは、200
びこれに伴う市場調査又は展示会 る経費及び市場調査 　万円）
等への出展のために必要な経費に 等経費 ２　対象経費のうち
対し補助する事業に限る。） 　市場調査等経費以

　外に係るものの３
　分の２以内の額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」

「
市場対応型製品開発支援事業（新 原材料・副材料費、 次に掲げる額を合算
たに自動車・同附属品製造業、電 治具・工具費、外注 した額（その額が
子部品・デバイス・電子回路製造 加工費、技術導入費、 500万円を超えると
業その他の加工組立型工業（汎用 デザイン開発費、プ きは、500万円）
機械器具製造業、生産用機械器具 ログラム開発費、試 １　対象経費のうち
製造業、業務用機械器具製造業、 験（検査）依頼費、 　市場調査等経費に
電子部品・デバイス・電子回路製 特許実施費、先行技 　係るものの２分の
造業、電気機械器具製造業、情報 術等調査費その他製 　１以内の額（その
通信機械器具製造業及び輸送用機 品開発を行うために 額が200万円を超
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ギ 産業に関する共同研究開発及 デザイン開発費、プ きは、500万円）
びこれに伴う市場調査又は展示会 ログラム開発費、試 １　対象経費のうち
等への出展のために必要な経費に 験（検査）依頼費、 　市場調査等経費に
対し補助する事業に限る。） 人件費（共同研究開 　係るものの２分の

発に従事する中小企 　１以内の額（その
業者等の従業員等に 　額が200万円を超
係るものに限る。）、 　えるときは、200
特許実施費、先行技 　万円）
術等調査費その他共 ２　対象経費のうち
同研究開発を行うた 　市場調査等経費以
めに特に必要と認め 　外に係るものの２
られる経費及び市場 　分の１以内の額
調査等経費

市場対応型製品開発支援事業（新 原材料・副材料費、 次に掲げる額を合算
たに自動車・同附属品製造業、電 治具・工具費、外注 した額（その額が
子部品・デバイス・電子回路製造 加工費、技術導入費、 500万円を超えると
業その他の加工組立型工業（汎用 デザイン開発費、プ きは、500万円）
機械器具製造業、生産用機械器具 ログラム開発費、試 １　対象経費のうち
製造業、業務用機械器具製造業、 験（検査）依頼費、 　市場調査等経費に
電子部品・デバイス・電子回路製 特許実施費、先行技 　係るものの２分の
造業、電気機械器具製造業、情報 術等調査費その他製 　１以内の額（その
通信機械器具製造業及び輸送用機 品開発を行うために 　額が200万円を超
械器具製造業をいう。以下この号 特に必要と認められ 　えるときは、200
において同じ。）の事業者との取 る経費及び市場調査 　万円）
引の拡大を目指す加工組立型工業 等経費 ２　対象経費のうち
若しくは基盤技術産業等（ものづ 　市場調査等経費以
くり基盤技術振興基本法（平成11 　外に係るものの２
年法律第２号）第２条第１項に規 　分の１以内の額
定するものづくり基盤技術を主と
して利用して行う事業が属する業
種及びソフトウェア業をいう。以
下この号において同じ。）の中小
企業者等又は新分野・新市場への
進出等を目指す食関連産業等（別
表第３の６の事項に掲げる業種及
びバイオテクノロジー利用産業
（生物又はその機能を利用し、又
は応用する技術に関連する分野の
産業をいう。）をいう。以下この
号において同じ。）若しくは環境・
エネルギー産業（環境負荷を低減
した製品の製造、環境汚染を防止
する装置及び資材の製造並びにこ
れらに係るサービスの提供を行う
事業（資源の有効利用に係るもの
を除く。）が属する業種をいう。
以下この号において同じ。）の中
小企業者等が行う製品開発及びこ
れに伴う市場調査又は展示会等へ
の出展のために必要な経費に対し
補助する事業に限る。）
市場対応型製品開発支援事業（加 原材料・副材料費、 次に掲げる額を合算
工組立型工業、基盤技術産業等、 治具・工具費、外注 した額（その額が
食関連産業等又は環境・エネル 加工費、技術導入費、 500万円を超えると
ギー産業に関する共同研究開発及 デザイン開発費、プ きは、500万円）
びこれに伴う市場調査又は展示会 ログラム開発費、試 １　対象経費のうち
等への出展のために必要な経費に 験（検査）依頼費、 　市場調査等経費に
対し補助する事業に限る。） 人件費（共同研究開 　係るものの２分の

発に従事する中小企 　１以内の額（その
業者等の従業員等に 　額が200万円を超
係るものに限る。） え る と き は、200
特許実施費、先行技 万円）
術等調査費その他共 ２対象経費のうち
同研究開発を行うた 市場調査等経費以
特 必要と認 外 係 も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に改

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」

め、同号を同表第４号とし、同表の備考１の事項中「産学連携等研究開発支援事業又は」及
び「（以下これらを「開発支援事業」という。）」を削り、「当該開発支援事業」を「当該市
場対応型製品開発支援事業」に改め、同表の備考２の事項及び備考３の事項中「開発支援事
業」を「市場対応型製品開発支援事業」に改める。
　別記第１号様式別紙３の事項⑶イ中「30人」を「20人（札幌市の区域内に当該事務所又は
事業所を設置する場合にあっては、30人）」に改め、同様式別紙４の事項⑴注１の事項中「１
年」を「３年（札幌市の区域内に当該事務所又は事業所を設置する場合にあっては、１年）」
に改め、同様式別紙８の事項の注の事項中「自動車関連製造業」の次に「、航空機関連製造
業、高機能素材・複合材料関連製造業」を加える。
　別記第５号様式７の事項中「30人」を「20人（札幌市の区域内に当該事務所又は事業所を
設置する場合にあっては、30人）」に改め、同様式の10の事項及び同様式別紙５末尾欄外注
の事項中「自動車関連製造業」の次に「、航空機関連製造業、高機能素材・複合材料関連製
造業」を加える。
　別記第７号様式別紙３末尾欄外注の事項及び別記第８号様式別紙２末尾欄外注の事項中
「自動車関連製造業」の次に「、航空機関連製造業、高機能素材・複合材料関連製造業」を
加える。
　　　附　則
　（施行期日）
１ 　この規則は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第６条第２項及び第３項の改正
規定は、平成31年４月１日から施行する。

　（経過措置）
２ 　この規則の施行前に北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の
競争力の強化に関する条例施行規則第６条第１項の規定により同項に規定する立地計画を
知事に提出した事業者についての同項の認定及び同規則第12条第１項の規定による補助金
の交付については、この規則による改正後の北海道経済構造の転換を図るための企業立地
の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）
の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３ 　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道経済構造の転換を図るための企
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業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例施行規則の規定に基づいて作成さ
れている用紙がある場合においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要
な調整をして使用することを妨げない。

　北海道農産種苗配付規則を廃止する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道規則第46号
　　　北海道農産種苗配付規則を廃止する規則
　北海道農産種苗配付規則（昭和27年北海道規則第131号）は、廃止する。
　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　北海道農村地域工業等導入資金利子補給規則を廃止する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道規則第47号
　　　北海道農村地域工業等導入資金利子補給規則を廃止する規則
　北海道農村地域工業等導入資金利子補給規則（昭和49年北海道規則第76号）は、廃止す
る。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

北 海 道             　　
北 海 道 教 育 委 員 会 訓 令
北 海 道 警 察 本 部             　　

北 海 道
北海道教育委員会訓令第１号
北海道警察本部

庁　中　一　般
部　　　　　局

　北海道男女平等参画推進本部設置規程を廃止する訓令を次のように定める。
　　平成30年３月30日

北 海 道 知 事　高　橋　はるみ

北海道教育委員会教育長　柴　田　達　夫
北 海 道 警 察 本 部 長　和　田　昭　夫

　　　北海道男女平等参画推進本部設置規程を廃止する訓令
　北海道男女平等参画推進本部設置規程（平成７年北海道・北海道教育委員会・北海道警察
本部訓令第３号）は、廃止する。
　　　附　則
　この訓令は、平成30年４月１日から施行する。

平成30年３月30日（金曜日） 北　　海　　道　　公　　報 号外第１２号 12


